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意見元 概要

伊賀地域防災総合事務所 ・誤記の修正・表記の適正化

津地方気象台 ・素案策定後に発表された南海トラフ地震関連事項の更新に伴う修正
・気象に係る避難情報用語の定義変更に伴う修正
・誤記の修正、表記の適正化

有識者
みえ防災コーディネーター名張支部

・誤記の修正・表記の適正化

意見照会（令和７年９月～１１月）における名張市防災会議委員からの意見

名張市防災会議委員等からの主な意見

意見元 概要

総務企画委員会協議会 資料集に記載された南海トラフで想定される地震に係る記述を出典根拠が不明との理由で削除
するのではなく、根拠を明確にした上で、同地震に係る記述を掲載した方が良い。

総務企画委員会協議会（令和７年８月開催）の際における意見
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頁・章節 素案 素案の修正案 理由

目次 目 次
第１章 総 則･･･････････････････････････ 1
第１節 計画の方針（共通）･･･････････････ 1
第２節 防災関係機関の責務と業務の大綱（共通）･ 3
第３節 市民の責務と事業所の役割････････ 13
第４節 名張市の特質（共通）････････････ 14
第５節 過去の災害（共通）･･････････････ 19

目 次
第１章 総 則･･･････････････････････････ 1
第１節 計画の方針（共通）･･･････････････ 1
第２節 防災関係機関の責務と業務の大綱（共通）･ 3
第３節 市民の責務と事業所の役割････････ 14
第４節 名張市の特質（共通）････････････ 16
第５節 過去の災害（共通）･･････････････ 19

誤記の修正
ページ番号の誤り

Ｐ３３
第２章
第１節

２ 児童生徒等に対する普及計画
校内の防災整備、防災計画等の策定及び防災訓練の

実施により、児童生徒等、教職員の安全確保を図る。
災害の発生時に関する科学的知識の普及、災害予防、
避難方法等災害時の防災知識を児童生徒等に理解させ
るため、学校等（小中学校・ 幼稚園・保育所（園））
においては地域の実情に即した防災教育を行い、消防
機関及び自主防災組織等と協力した防災訓練を実施す
るものとする。
また、名張市防災センターの防災体験学習コーナー

を活用した体験学習を実施するものとする。

児童生徒等に対する普及計画
校内の防災整備、防災計画等の策定及び防災訓練の実

施により、児童生徒等、教職員の安全確保を図る。
災害の発生時に関する科学的知識の普及、災害予防、避
難方法等災害時の防災知識を児童生徒等に理解させるた
め、学校等（小中学校・ 幼稚園・保育所（園））にお
いては地域の実情に即した防災教育を行い、消防機関及
び自主防災組織等と協力した防災訓練を実施する。

また、名張市防災センターの防災体験学習コーナーを
活用した体験学習を実施する。

表記の適正化
三重県地域防災計
画の記述トーンと
の整合、表記の統
一
「～ものとする。」

→「～する。」へ

伊賀地域防災総合事務所からの意見と計画への反映の一例
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頁・章節 素案 素案の修正案 理由

Ｐ２０
第１章
第５節

２ 東南海地震（1944年）東南海沖、 Ｍ＝8.0

３ 南海地震（1946年）南海道沖、Ｍ＝8.1

２ 東南海地震（1944年）東南海沖、 Ｍ＝7.9

３ 南海地震（1946 年）南海道沖、Ｍ＝8.0

誤記の修正

気象庁の公表資料との
整合

Ｐ１０８
第３章
第６節

（１）特別警報、警報の種類と概要
大雨による重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。
大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、

大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災
害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が付
記される。災害がすでに発生している状況であり
、命を守るための最善の行動をとる必要があるこ
とを示す警戒レベル５に相当する。

（１）特別警報、警報の種類と概要
大雨が特に異常であるため重大な災害が発
生するおそれが著しく大きいと予想された
ときに発表される。

大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災
害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別
警報（土砂災害、浸水害）のように、特に
警戒すべき事項が明記される。災害が発生
又は切迫している状況で、命の危険があり
直ちに身の安全を確保する必要があること
を示す警戒レベル５に相当。

気象に係る避難情報用語
の定義変更に伴う修正

Ｐ２３２
第５章
第１節

素案策定後、発表された
南海トラフ地震防災対策
推進地域の更新に伴う修
正

津地方気象台からの意見と計画への反映の一例
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頁・章節 素案 素案の修正案 理由

Ｐ３２
第２章
第１節

１ 市民に対する普及計画

市民が防災について正しい知識と判断を持って

行動できるよう、様々な媒体を通じて災害予防や
応急措置等の知識の普及に努める。

（１）普及計画の内容
ア 災害の知識
（ア）災害時の態様や危険性
（イ）各関係機関の防災体制及び災害時に担

うべき役割
《 中 略 》

（セ）避難生活に関する知識
（ソ）平時から住民が準備できる、応急手当、

生活必需品の備蓄、家具の固定、感震
ブレーカーの接地等による 出火防止、
ブロック塀の倒壊防止等対策の内容

１ 市民に対する普及計画

市民が防災について正しい知識と判断を持って

行動できるよう、様々な媒体を通じて災害予防や
応急措置等の知識の普及に努める。
（１）普及計画の内容

ア 災害の知識
（ア）災害時の態様や危険性
（イ）各関係機関の防災体制及び災害時に担

うべき役割
《 中 略 》

（セ）避難生活に関する知識
（ソ）平時から住民が準備できる、応急手当、

生活必需品の備蓄、家具の固定、感震
ブレーカーの設置等による 出火防止、
ブロック塀の倒壊防止等対策の内容

誤記の修正

Ｐ４２
第２章
第５節

第５節 事業所の防災活動の促進計画（共通）
第１項 計画目標
○防災計画や事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）の
作成促進を図る。

○各事業所における、顧客・従業員の安全確保等、
防災対策の推進を図る。

《 中 略 》
第２項 実施責任
危機管理室、産業部

第５節 事業所の防災活動の促進計画（共通）
第１項 計画目標
○防災計画や事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）の

作成促進を図る。
○各事業所における、顧客・従業員の安全確保等、

防災対策の推進を図る。
《 中 略 》

第２項 実施責任
危機管理室・産業部

表記の適正化
他のページの表記要領
との整合
「、」→「・」へ

有識者（みえ防災コーディネーター名張支部）からの意見と計画への反映の一例
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章・頁 素案 素案の修正案 理由

資料集
Ｐ３
第１章

出典根拠が不明であった
ため、左欄の表を削除し
ましたが、「必要な情報
であるため、根拠を明確
にした上で記載しておく
ことが望ましい。」とい
うご意見を受け、同趣旨
の内容を気象庁の公表資
料から抜粋して掲載しま
した。

総務企画運営委員会協議会（Ｒ７．８）における意見の反映

※上記の表を出典根拠不明のため削除していました。
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